
 
「宅地造成に関する工事の技術指針」 

改定後 

【関係部分抜粋】 
 
  第６章 擁壁計画 

   第１節 基本事項 

    ４ 二段擁壁 

    （Ｐ．４６～Ｐ．５２） 
 
 ※本資料は、技術指針の内、改定により変更となる

部分のみを抜粋したものです。 
 ※変更部分を赤色で表示しています。 
 

 
















